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６）福祉サービス・福祉に対する意識について 

・福祉サービスを利用している（したことがある）方は２割弱（111人）です。 

・利用している方のうち 56 人が、サービス利用に関して何かしらの不満や不安を感じた経験

があり、内容として情報の入方法や申請方法についての意見がみられます。 

・福祉に関心がある方は７割弱。高齢者や子どもに関する福祉への関心が高い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．ある

18.9 

20.6 

２．ない

78.3 

75.3 

無回答

2.7 

4.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

令和２年度

（N=586）

平成27年度

（N=389）

質問18 あなたや家族の福祉サービス利用の有無

27.0 

15.3 

10.8 

6.3 

3.6 

13.5 

8.1 

4.5 

3.6 

1.8 

40.5 

9.0 

30.0 

18.8 

12.5 

2.5 

5.0 

12.5 

10.0 

5.0 

3.8 

0.0 

46.3 

8.8 

0 10 20 30 40 50 60

１．福祉サービスに関する情報が入手しづらかった

２．どこに利用を申し込めばよいのかわからなかった

３．どのサービスが良いのかわからず、選びにくかった

４．利用を申し込んだが、窓口でたらいまわしにされた

５．利用したいサービスが利用できなかった

６．利用手続きが分かりづらかった

７．複数の窓口にわたり、面倒だった

８．窓口の対応が悪かった

９．サービス内容に満足しなかった

10．その他

11．不都合や不満を感じたことはない

無回答

質問18-1 サービス利用に関して不満や不都合を感じたこと（複数回答）

令和２年度（n=111）

平成27年度（n=80）

（％）

➀

14.0 

20.3 

②

52.2 

52.2 

③

20.3 

15.2 

④

0.7 

1.8 

⑤

10.2 

8.0 

無回答

2.6 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

令和２年度

（N=586）

平成27年度

（N=389）

質問19 「福祉」への関心度

➀とても関心がある ②ある程度関心がある ③あまり関心がない

④全く関心がない ⑤わからない 無回答

■自身や家族の福祉サービス利用の有無 

■「福祉」への関心度               

 

■特に関心がある福祉分野 
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７）地域支え合い活動委員会・ゆいまーる共生事業（ミニデイサービス）等について 

・地域支え合い活動委員会の認知状況をみると、６割弱が取り組み内容を知らない状況ですが、

前回調査に比べて認知度が高くなっている状況もうかがえます。 

・地域支え合いのボランティアに３割弱の方が「時間があれば参加したい」と回答しています。 

・ゆいまーる共生事業を知らない方が６割強、知っている方は３割弱となっています。また、何かし

らの形で参加したことがある方は１割に満たない状況となっています。 

・ゆいまーる共生事業の参加者を増やすためには、「だれでも参加しやすい雰囲気づくりをする」

が５割強で最も多くなっています。 

 ・地域で取り組んで欲しいこととして「高齢者だけに限らない村民の健康づくり」や「児童を対

象とした事業」、「高齢者向けの介護予防事業」があげられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➀

2.4 

2.3 

②

0.5 

0.5 

③

9.4 

5.4 

④

27.0 

15.7 

⑤

57.7 

29.8 

⑥

0.5 

無回答

3.1 

45.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

令和２年度

（N=586）

平成27年度

（N=389）

質問20 「地域支え合い活動委員会」の認知度

➀活動を運営・支援する立場として参加している

②この活動による支援を受けている

③参加や支援は受けていないが、名前も取り組み内容も知っている（もしくは、だいたいわかる）

④名前は聞いたことがあるが、取り組みの内容は知らない

⑤名前も聞いたことがない

⑥その他

無回答

54.9 

15.2 

23.5 

8.5 

29.0 

9.2 

1.7 

0.3 

21.2 

1.9 

4.3 

36.0 

11.8 

16.7 

4.6 

12.6 

8.5 

0.8 

0.5 

11.1 

1.5 

50.9 

0 10 20 30 40 50 60

１．だれでも参加しやすい雰囲気づくりをする

２．地域間での交流を増やした方がよい

３．趣味・特技を活かした活動（歌、囲碁、三線、

ちぎり絵など）を増やした方がよい

４．公民館以外での屋外活動を増やした方がよい

５．村広報誌を活用による周知強化

６．対象者の身内への勧誘依頼

７．月２回の回数を増やした方がよい

８．開催時間を延ばした方がよい（３～４時間程度）

９．よくわからない

10．その他

無回答

質問22-2 「ゆいまーる共生事業」に多く参加してもらうための方法（複数回答）

令和２年度（N=586）

平成27年度（N=389）

（％）

■「地域支え合い活動委員会」の認知度 

■「ゆいまーる共生事業」に多く参加してもらうための方法 
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８）成年後見制度の利用について 

・成年後見制度を知らない方が４割強の状況です。 

・将来において成年後見制度を利用したいかを尋ねたところ、「わからない」が４割強で最も多く、

「はい」と回答した方は３割強、「いいえ」と回答した方は２割強となっています。 

・成年後見制度を利用しないと回答した方にその理由を尋ねたところ、「後見人でなくても家族

がいるから」が９割弱と大半を占めています。また、「他人（家族含む）に財産等を任せることに

不安がある」という回答も２割強みられます。一方で、費用や相談先、手続き方法などがわか

らないからという回答も一定程度みられ、制度の周知が求められる状況と言えます。 

・成年後見制度の利用促進等に向けて必要な取組みを尋ねたところ、制度の周知や広報、不正

防止の徹底等に対する回答割合が高い状況です。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➀

28.3 

②

27.1 

③

41.6 

無回答

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

令和２年度

（N=586）

質問24 成年後見制度の認知度

➀知っている

②聞いたことはあるが、詳しい内容まではわからない

③知らない

無回答

１．はい

31.9 

２．いいえ

22.4 

３．わからない

42.0 

無回答

3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

令和２年度

（N=586）

質問25 将来、成年後見制度を利用したいと思うか

56.8 

18.6 

28.0 

23.4 

32.6 

4.9 

0 20 40 60 80

１．制度についての周知・広報活動の推進

２．高齢者や障がいのある人の権利擁護に関する

相談窓口や相談体制の充実

３．制度を必要とする方の把握や支援の拡充に向け、

行政や医療・福祉・法律などの連携

４．制度を必要とする方が確実に利用できるよう、

後見人の育成・確保といった支援体制の構築

５．成年後見人による金銭の横領などの不正防止の徹底

無回答

質問26 成年後見制度の利用促進・充実を図るために必要だと思うこと（複数回答）

令和２年度（N=586）

（％）

■成年後見制度の認知度 

■成年後見制度の認知度 

■成年後見制度の利用促進・充実に向けて必要な取組み 
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９）福祉施策全般について 

（地域人材の認知度） 

・民生委員・児童委員の活動内容を知っている方は３割強となっています。 

・読谷村地域福祉計画の認知度は２割弱となっています。 

（村社会福祉協議会について） 

・村社会福祉協議会の名前と仕事内容を知っている方は３割弱となっています。 

・知っている取り組みについては、「赤い羽根共同募金事業」（７割強）、「地域歳末たすけあい事

業」（４割強）、「食事サービス事業（お弁当配達）」（４割弱）が上位にあげられています。 

・今後活動を充実して欲しい取り組みは、「福祉サービスに関する情報提供」（３割強）、「高齢者

や障がい者のための生活援助サービス」（約３割）、「学校における福祉体験学習の推進」（３

割弱）、「地域活動のための人材育成・発掘」（２割強）が上位にあげられています。 

・「コミュニティソーシャルワーカー」の仕事の内容をわからない方は９割強となっています。 

（情報について） 

・大半（７割強）が「村の広報誌」で情報を得たいと回答しています。 

・福祉に関して得たい情報は「福祉サービスの種類、内容」（７割弱）、「福祉サービスの利用方

法」（５割弱）、「福祉サービスの利用に係る費用」（４割弱）」が上位にあげられています。 

（今後の福祉施策について） 

・半数程度の約５割が、地域福祉を推進するためには、「住民が気がるに立ち寄り、利用できる地

域の福祉活動の拠点づくり」が必要と考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32.4 

39.8 

17.1 

49.8 

12.5 

9.4 

8.9 

19.8 

32.3 

1.4 

6.0 

31.1 

36.2 

25.7 

53.0 

11.6 

10.8 

9.0 

18.5 

37.3 

1.8 

5.4 

0 10 20 30 40 50 60

１．福祉意識を高めるための広報活動の強化

２．身近なところでの相談窓口の充実

３．身近な地域での支え合いのしくみの強化

４．住民が気軽に立ち寄り、利用できる地域の福祉

活動の拠点づくり

５．地域における福祉活動の活動費や運営費に

対する資金援助

６．地域活動や福祉活動におけるリーダーの育成

７．ボランティアなどの育成支援

８．学校教育や村民講座等による福祉教育の充実

９．高齢者、障がい者、児童の福祉施設・設備

の充実

10．その他

無回答

質問36 地域福祉を推進するために優先的に取り組むべき施策（複数回答）

令和２年度（N=586）

平成27年度（N=389）

（％）
■地域福祉を推進するために優先的に取り組むべき課題 
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３ 関係団体へのヒアリング 

■調査の目的 

 第３次読谷村地域福祉計画の策定にあたり、地域での支え合いの取り組みの状況等を把握する

ために村内の自治会に対し、団体ヒアリング実施しました。 

 

■調査概要 

○調査対象：村内の自治会 

○調査方法：事前に配布した調査票項目に沿って、小圏域委員会毎の集まって頂き団体ヒアリング

を実施 

○団体ヒアリング実施期間：令和２年 10月 12日（月）～令和２年 10月 16日（金） 

 

■意向調査の結果 

・自治会 

（座喜味、親志、喜名、横田、渡慶次、儀間、長浜、宇座、瀬名波、波平、都屋、高志保、上地、伊良皆、
牧原、長田、比謝、大添、比謝矼、大湾、大木、楚辺、古堅、渡具知の 24 自治会からヒアリング又は
回答） 

 

①自治会への加入促進に向けた取り組みについて 

＜広報等でＰＲ＞ 

➢ 広報・自治会の行事案内等を配っている。【座喜味】 

➢ 村の便りや自治会の紹介を載せた文書を配布している。【横田】 

➢ イベント、祭り、エイサー祭りのチラシを配布している。【渡慶次】 

➢ 加入世帯向けに月１回区便りを配布している。【瀬名波】 

➢ 公民館便り等を配布している。【伊良皆】 

➢ 公民館便りを配布している。【比謝】 

➢ 転入者がいれば名刺と自治会便りをもって訪問している。【大添】 

➢ 字の広報紙に自治会ＰＲを掲載している。子ども会にも案内を出している。【大湾】 

➢ Facebook等で広報、未加入世帯へ「公民館便り」を配布。【大木】 

 

＜広報以外の取り組み＞ 

➢ 自治会行事に誘って、活動内容を見てもらっている。【親志】 

➢ 新築住宅へ挨拶に行っている。区内各団体のメンバーに声かけし、関わりのある人を勧誘し

ている。【儀間】 

➢ なるべく世帯を回るようにしており、入会する人もいる。【長浜】 

➢ 子ども会に１年間入会して行事に参加してもらってから、自治会に勧誘している。【波平】 

➢ 横断幕を設置している。【都屋】 

➢ 子ども会活動を通してのＰＲを行っている。【楚辺】 
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②「地域支え合い活動委員会」について 

＜設置したことによる成果＞ 

➢ 役員と民生委員や社協、たまに福祉課も交えて月に１回情報交換している。スピード感を持

って対応しており、社協や福祉課といい連携が取れている。【横田】 

➢ 過去に公民館職員だった方や行政職あがり、またその家族を中心に日ごろから見守りをし

ていた範囲だけでも多くの見守りが出来ている。【渡慶次】 

➢ 設立は浅いが有志で課題を共有している。【儀間】 

➢ 月１回委員会を開催し、民生委員・自治会長・社協とで情報交換をしている。設置から７年

が経つ。見守り会があり、細かい情報も入ってくる。【長浜】 

➢ 民生委員２人と公民館職員で定期的に訪問している。社協と月１回の情報交換を実施。

【宇座】 

➢ 設置から数年経ち、月に１回委員会を開いている。チラシやパンフレットを全世帯に配布して

いる。【瀬名波】 

➢ 設置してから１年半ほど。委員会メンバーは 15～16 名。新型コロナウイルスの影響で見守

りが出来ていない。【波平】 

➢ 設置から１年半経つ。以前は社協と日程調整がつかず、委員会活動が延期になっていた時

期があったが、再開して要援護者の情報が入るようになった。【都屋】 

➢ もともと地域の繋がりが強く、周りが進んで情報共有をして連絡しあっている。【高志保】 

➢ 民生委員と一緒に活動している。住民には出来るだけ会って声かけしようとしている。【上地】 

➢ 地域支え合い活動委員会設置２年目。委員会活動のおかげで未加入者についての状況把

握もできた。【伊良皆】 

➢ 今年４月に発足。困った人がいたり問題があったりしたら、具体的にどうするかについて話し

合って取り組んでいる。社協や福祉課と連携しながら地域で困っている人を助けることがで

きるので、地域で信頼されるために人間関係を大切にしていきたい。自治会未加入者につ

いても、委員会を通して把握できる。【牧原】 

➢ 他の区と合同で委員会を月１回開催して現状確認と情報交換をしている。【長田】 

➢ 見守り隊はないが、課題や情報を共有して地図上に落とし込んでいる。４か月ほど前から取

り組んでおり、地域のことがより明確になり、情報共有できるようになった。【比謝】 

➢ 設置５年目。小さな情報をかき集め、困窮世帯や高齢者世帯を見落とさないように、民生委

員らが週２回見回りしている。各世帯に関する情報が増え、近隣世帯の横への繋がりも増し

た。【大添】 

➢ だいたいの把握はしているが民生委員とは密でない。一人暮らし高齢者への見回りはして

いる。自治会の職員や班長が、広報配布時や自治会費の徴収日等に声かけなどの状況確

認をしている。入院やケガ等があった場合は報告がある。緊急時等の連絡先、連絡者リスト

の作成を準備中。【大湾】 

➢ 対象者の近況報告をしていく上で、身体の変化や環境の変化等に早めに気づくことができ、

適切な支援先に繋げられる。【大木】 

➢ 現在、民生委員と一緒になって取り組みを始めたところである。地域の皆様一人ひとりが近

所の支え合いを気にしてもらえればいいと思う。【楚辺】 

➢ 支え合い活動に取り組むことで、地域に問題を抱えた人が多く、見守りや支えが必要だと思

った。ちょっと変わった変化を見つけてつなぐことが重要。【古堅】 

➢ スタートしたばかりだが、見守りが必要な方の情報の共有ができている。【渡具知】 
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＜課題＞ 

➢ 見守りがまだ弱く、振り分けを行いたいが別の課題に追われてしまい、まだ進んでいない。声か

け運動は日常的に実施しているが、もう少し体制的にしたい。【横田】 

➢ 課題は未加入者の問題に尽き、特に開拓地で懸案。隣近所と挨拶関係にもない人がおり、国

勢調査の際にも出てこない。委員 15 名、見守り 60 名だったが、入院や施設への入所、死去

があり、現在は委員 10名、見守り 30名程度に減っている。【渡慶次】 

➢ メンバーの入れ替わり時の引継ぎが難しく、組織づくりが課題。メンバーを固定した方がいい

か検討している。【儀間】 

➢ 設置当初は人員を探すのが大変だった。【長浜】 

➢ 要援護者届台帳の活用について課題。見守り協力員の見直しが必要。ヘルプを自分からは出

さない要援護者への対応をどうするか。【宇座】 

➢ 自治会未加入者の見守りをどうするかが課題。【瀬名波】 

➢ 要援護者については周囲のサポートを強化したいが、個人情報保護のかねあいで情報のとり

まとめは難しい。隣近所の人を巻き込んでいくテクニックを研究していきたい。【都屋】 

➢ アパート居住者とは関わりがもてないのが課題。【高志保】 

➢ 広報配りでアパート居住者と話をしようとするが、そのうちまた引越しするということで加入を

断られる。何かあった時の連絡先を知っておきたい。【上地】 

➢ 外人住宅に一人暮らしの高齢者が住んでいることや、精神的な問題を抱えている加入者につ

いてなど、ケアしようとしてもどう対応したらいいか分からない。【伊良皆】 

➢ 個人情報の保護をどうするか、漏洩をどう防ぐかが課題である。【長田】 

➢ 個別に訪問して聞き取る方法もあるが、個人情報の扱いがあるため、公民館で聞き込みする

のも限度があると思われる。自治会加入の家庭についてはかなりの割合で情報を得られてい

るが、未加入世帯についてはほとんど情報を得られていない。以前に警察が戸別訪問をして

各世帯の聞き取り調査を行っているのを見かけた。その情報を警察と共有できればいいのだ

が。【比謝】 

➢ 地域住民の支え合いが課題で、困っていても声を上げない人への目配りを進めている。【大添】 

➢ 見守る側のボランティアの人員確保、新たな問題に早く気付く体制づくりが課題。設置６，７年

目で、当初は定期的に会合を持っていたが、最近は中座しており掘り起し中。見守られる側と

見守る側との自治会に対する距離がそれぞれ違うため、見守る側にお願いをしづらい。【大木】 

➢ 自治会加入者だけでは把握することだけでも情報が少なく、新たに訪問調査が必要だと思っ

た。見守りが出来ているかどうか、手前の段階。現状、スムーズに活動に繋がっていないのが

課題。【古堅】 

➢ 自治会未加入者に関する情報がほとんどない。【渡具知】 

 

＜設置していない＞ 

➢ 地域の事情については自治会費の回収の時に班長から聞いている。【座喜味】 

➢ 会の立ち上げに際し人員確保が困難。【親志】 

➢ これから地域支え合い活動委員会を立ち上げる。【喜名】 

※上記３か所については、令和２年度に「地域支え合い活動委員会」を設置済み。 

 

③小圏域委員会（第３層協議体）について 

➢ 小圏域委員会は前回２月にあり、今年度は開催されていない。民生委員、老人会、自治会、



 - 70 - 

校長とで情報共有している。【喜名】 

➢ 喜名小学校がしっかりとしており、メールや便りで情報を提供してくれる。【横田】 

➢ 要援護者の把握と連携のために必要である。【渡慶次】 

➢ 各自治会の見守りの情報支援会の実施。【宇座】 

➢ 各地で事情が異なるため課題を統一できない。区民性も異なり、事例を出してもお互いピン

とこない。【高志保】 

➢ もともと区長会で話し合いをしており、情報共有をしていた。【伊良皆】 

➢ 参加した経験がなく、これといった取り組みの展開が分からないが、自治会加入促進に力を

入れて取り組んでみたい。【比謝】 

➢ 協議体のことがよく分からなかったため、調査票に何を書いたらいいか戸惑った。【大木】 

➢ 行政区と自治会加入者など隣接する自治会と情報がうまく共有できるようにしたい。あえて

場を設けることで意識をもちやすくなる効果はある。【古堅】 

➢ 子どもの下校時や放課後の見守り体制ができると良い。【渡具知】 

 

④CSWとの連携内容について 

＜連携している＞ 

➢ 社協を通じて CSW と繋がっている。【横田】 

➢ 地域支え合い活動委員会を中心に、困っている人への支援と必要な機関への繋ぎを行って

いる。【渡慶次】 

➢ 月１回以上情報を共有して福祉サービスや対応のことで相談している。【瀬名波】 

➢ 以前は高齢者の支援が中心だったが、現在は障害者や困窮世帯など多様化し、社協や福

祉課への橋渡し役が多くなった。【波平】 

➢ 支え合い活動員会で社協とは話し合っている。【都屋】 

➢ CSWは多忙のため毎回の参加はしないが、社協職員が他に毎回参加してくれるためCSW

にも話は通じているはず。役場よりも社協とのコミュニケーションがとりやすい。【伊良皆】 

➢ 地域支え合い会議に参加してもらい、地域の問題に対してアドバイスをもらっている。福祉課

や地域包括支援センターの方から、高齢で一人暮らしの方が介護サービスや介護施設へ

の入所するときの方法などについて分かりやすく説明を聞くことができ、安心に繋がってい

る。【牧原】 

➢ 独身高齢者で病気があり、ホームレスになる恐れもあった人に対して、役場と連携しながら

介護施設入所の紹介をした。社協・福祉課・自治会で連携がとれていれば安心。【長田】 

➢ 困窮世帯への対応を行っている。【大添】 

➢ 支え合い活動の情報交換での社協からの情報により、日常のゴミ出しに困っていた対象者

の方への支援が早急にできた。【大木】 

➢ 村営団地住人で問題を抱えている方の情報共有・対応している。【古堅】 

➢ 情報の共有と相談を行っている。【渡具知】 

※儀間、長浜、高志保、上地、比謝はアンケートでは未回答だが、社協との連携はとれている

様子。 

 

＜連携していない＞ 

➢ CSW とは連携していないが、区内に民生委員はいる。【座喜味】 

➢ 民生委員とは繋がっているが、社協との連携はない。困ったことがあれば福祉課へ直接連

絡している。【喜名】 
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※親志、宇座、楚辺、大湾も連携していないとの回答。 

 

⑤中圏域委員会（第２層協議体）について 

➢ 学校中心の生徒指導連絡会があり、中圏域委員会とメンバーは同じ。防犯等の設置を役場

にお願いしているが、予算の関係で断られている。防犯カメラを通学路に設置してもらいた

い。【喜名】 

➢ 会議が多く、時折どの会議かわからなくなる。中学校まで遠いため、防犯上のことが気にな

る。【横田】 

➢ 中圏域での連携についてはうまく捉えられない。自分たちの地域で手いっぱい。実際の中圏

域の委員会は勉強会に留まっている。【渡慶次】 

➢ 中学校は３年しかなく関わりが短い。【長浜】 

➢ 自治会は宇座に加入しているが、横田に住んでいる人がおり、横田に話を通して対応しても

らっている。広域で連携がとれるのはいいこと。【宇座】 

➢ 何度も集まりがあると負担が大きくなり、足元の活動に支障をきたす。テーマが具体的に定

まっていると参加しやすい。集まるだけの会議は不要。課題を絞って少人数で実施するのは

どうか。【都屋】 

➢ 地域の中には、知的障がいのある子どもが野放しにされている状況がある。隣近所に迷惑

が時々あるため、行政の力を借りて解決できたらと感じる。【比謝】 

➢ 第３層で解決できない問題の相談や他自治会での好事例を学びたい。【古堅】 

➢ 住民同士のトラブルへの対応方法を協議したい。【渡具知】 

 

⑥災害時における要支援者の避難支援及び支援者の確保について 

＜主防災組織を設置している＞ 

➢ 支え合い活動委員会には高齢者が多いので、若い人たちを入れるためにも自主防災組織

をやっていくのが良い。防災に関しては民生委員２人で見回りしている。【長浜】 

➢ 区が低地にあるため村の注力もあって自主防災組織を立ち上げた。年 1 回防災訓練や人

命救助の訓練をやりたいが、あまりできていない。日常的なコミュニケーションが一番重要

で、普段から声かけをしていれば有事の際も対応がしやすい。【都屋】 

 

＜自主防災組織の設置を検討・準備中＞ 

➢ 台風などの災害時には公民館を開けている。役場と連絡はとれている。自主防災組織の立

ち上げは必要だと思っている。【喜名】 

➢ 防災委員のなり手がおらず、うまく立ち行かない。避難訓練等で意識づけは行っている。【横田】 

➢ 北三区の自主防災組織を推進すべきではないか。自主防災組織を立ち上げたい。小圏域

での要援護者に対する連携が課題。支援者の確保が難しい。【渡慶次】 

➢ 自主防災組織の結成を進めたい。災害時避難の連携をとるには各自治会で自主防災組織

を作っておかないといけない。【儀間】 

➢ 海抜８ｍしかない区域もあるため自主防災を立ち上げようとしている。支え合い活動委員会

と連携させてやっていきたい。【宇座】 

➢ 各自治会で自主防災組織を作らないといけないという話は出ている。【瀬名波】 

➢ 自治会長になってから設置を働きかけているが、自治会の役員が変わるので議論が続かな

い。設置しようと思えば 10年単位で考える必要がある。【波平】 

➢ 今年度立ち上げる予定だったが新型コロナウイルスの影響で延期した。公民館が避難先に
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なっているが、バリアフリーが徹底しておらず、寝泊りできるような設備もないため現実的に

は対応ができない。【高志保】 

 

＜自主防災組織を設置していない＞ 

➢ 支援者自体の安全確保や、人員をどう集めるかが課題。参考になる事例があれば聞きたい。

【座喜味】 

➢ 各家庭で台風対策をとっている。公民館や自治会長といつでも連絡はとれるようにしており、

区民便りに公民館の電話番号を載せている。【親志】 

➢ 公民館がなく、茶飲み場程度の集会所がある。災害対応は今後の課題。区長が受けている

人命救助の講習を、有事に備えて他のメンバーも受けたがっている。【上地】 

➢ 自主防災組織の立ち上げを検討している。誰が誰を助けるのか明確にすることが重要。【伊

良皆】 

➢ 牧原ときわ松の会、ゆいまーるで、赤十字沖縄県支部、読谷赤十字の方々から防災談話、防

災の基本、自助・共助・公助など分かりやすく説明いただき、勉強になった。年に１回はゆい

まーるボランティアを中心に自治会で行う必要があると思われる。【牧原】 

➢ 村の援助、指導で区管轄の災害援助隊を設置するべき。【長田】 

➢ 中学校区で情報をもっていないと災害時に対応できない。支援を必要とする方と常に連絡

を取れるようなツールが必要と思われる。【比謝】 

➢ 地域で高齢化が進み、支援者の立場となる人材確保が難しい。避難のシミュレーションを行

ったところ、要援護者の周囲が高齢者世帯で、高齢では自助で精いっぱいだろうと思われる。

各世帯に防災無線を配ることはできないか。【大添】 

➢ 障害者施設が地域にどういう事を望んでいるのか分からない。【大湾】 

➢ 障害の種類、状態により支援の方法があり、講習会等を持ってほしい。台風など予測のつく

ものは予め対応を決めておけるが、津波等では対応が異なる。【大木】 

➢ 地域で取り組みをする前に、専門家や詳しい人等から経験談や実績を聞ける場所や講習

会があったらいい。どういう取り組みをしたらいいか、講習会があると想像しやすい。耳が聞

こえない人や目が見えない人にどのように対応すべきか、被災者の体験談などで具体像を

つかめないと難しい。【楚辺】 

➢ 小規模な自治会で実際の地域人口が多い場合、少人数で大多数を支援するには物理的・

人的にかなり難しいと思われる。支援者確保には何らかの方法ですべての地域住民が加入

するなり協力ができる仕組みが必要だと思う。【古堅】 

➢ 自治会加入者だけが要援護者の情報を持っていても、有事の際に必ずその場にいる訳で

はなく、より広く情報共有すべきだが個人情報保護との兼ね合いが課題となる。【渡具知】 

 

⑦第３次読谷村地域福祉計画へ期待すること、提案したいこと等 

➢ 現状がすでに良いので維持してもらいたい。【喜名】 

➢ “with コロナ”の状況を踏まえてリモートサポートを事業としてやっている人がいる。操作を

簡単にしたリモート機器の配布・設置を進めて、場所に集まらなくてもボタン一つでどこから

でも互いの顔が見えるようになったらいい。【横田】 

➢ ゆいまーるへの講師の派遣を増やしてほしい。毎年同じことの繰り返しなので自分たちで何

をやるか考えている。会員からはゆいまーるの回数を増やしていいとの声がある。居場所作

りをかねて、食事なしで自主的にやってはどうか。村が増やそうとしている移動支援について

は、目的別に実施してほしい。【渡慶次】 
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➢ 住民アンケートに地域との関わりの項目があったが、地域での連携を今後どうするかが課

題。ゆいまーる事業の仕組みを自治会にも説明してほしい。村・ゆいまーる会長・自治会長

の連携・連絡がうまくいっていない。【儀間】 

➢ 地域支え合い、災害時要援護者支援事業の連携を進めてほしい。【宇座】 

➢ 子どもの登校時のみ波平の人たちで街頭に立っている。下校時間はバラバラのため立って

いない。【波平】 

➢ 信号機合理化計画ということで、全県で 2,100の信号機を減らすと聞いた。村内の信号機

撤去については嘉手納署から詳しい説明はなく、よくよく考えてほしい。【都屋】 

➢ ひとの命を守るのも福祉と考えて、信号機を設置してほしい。【高志保】 

➢ 交通量が多い箇所に信号機を設置してほしいと要望を出し続けている。子どもの登下校時

の安全確保の取り組みが必要。【上地】 

➢ 障がい者の避難方法を具体化させて講習をしてほしい。【伊良皆】 

➢ iPad を活用して、目が見えない人には音声で伝えるなど情報提供や障害者対応を素早く

行えないか。第３次読谷村地域福祉計画をホームページに載せて解説し、課題等をクリック

するとすぐにアクセスできる方法が簡単で良いと思われる。今では誰でも携帯電話を持って

おり LINE 等で簡単に情報共有ができる。生活困窮で携帯電話を持てない方には、端末を

無償で提供して活用してもらうのも社会福祉の一環だと思われる。また、内地の消防団のよ

うな組織を村でも作って指導できないか。【比謝】 

➢ 高齢者に対しての事業や対策案は充実してきている。今後は小中学校から福祉、支援、自

助・共助について学校教育の中で触れあっていく時間を作っていくべきではないかと思うの

で、先を見据えて人材育成を目指してはどうか。CSW は現状として少ない。報告確認等に

時間がかかることが多いため増員が望ましい。また、ひきこもり支援という事も考えてほしい。

【大添】 

➢ 自治会として何をすればいいのかが分からないので、具体的に何から始めて最終的にどう

なるといった助言が欲しい。自治会で高齢者の人数の把握と障がい者の把握から先にやる

など。【楚辺】 

➢ すべての問題は、自治会加入問題だと考える。加入者と未加入者の分け隔てがどうしても全

てに影響し、協力や共通の認識の差になって現れる。差別と区別により同じ村民であり同じ

地域に住んでいるにもかかわらず、交流や協力がほとんど行えていない。防災に関しては特

に全住民で取り組むべき。【古堅】 

➢ 現在は自治会で動いているが、地域に住んでいる人たち全員で取り組むべきことである。【渡具知】  



 - 74 - 

４ 読谷村「支え合いのむらづくり座談会」の開催結果 

読谷村地域福祉計画の策定にあたり、村民の地域福祉にかかる意見をより具体的に計画へ反

映し、また村民の主体による地域づくりに資する議論を行う場として、座談会を開催しました。 

 

座談会概要 

●日時：2020年 12月 16日（水）18：30～21：30 

●場所：読谷村文化センター 中ホール 

●参加者：26名（他：手話通訳３名、スタッフ 14名：計 43名） 

●当日の内容：事業趣旨、読谷村社会福祉協議会による講話、グループディスカッション 

 

座談会では、地域福祉計画の目的や社会福祉協議会の活動についての講話を行ったあと、参

加者が在住している小学校区毎のグループに分かれた上でグループディスカッションを行いました。

テーマとして「地域に暮らす住民として、取り組みたいこと・やってみたいこと」や「はじめて地域に関

わるためのきっかけや機会、しかけ（アイデア出し）」に関する意見を記入していただき、参加者全体

で共有を図りました。 

 

＜座談会の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲社会福祉協議会による講話 ▲喜名・読谷校区グループの意見交換の様子 

▲古堅校区グループの意見交換の様子 ▲グループ発表の様子 
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５ 第３次読谷村地域福祉計画策定の経緯 

年月日 会 議 等 内   容 

令和２年 

８月 21日 

読谷村地域福祉計画策定委

託業務の契約 

・業者への業務委託 

８月 24日 第１回専門部会 ・第２次地域福祉計画の事業評価について 

９月 25日 地域福祉推進委員会及び 

第１回策定委員会 

・委嘱状公布 

・地域支え合いによる活動の報告等 

10月 2日 

～10月 19日 

地域福祉に関するアンケート調
査の実施 

・16歳以上の村民を対象に 1,600件を無
作為抽出 

・郵送により配布・回収 

・有効回収率 36.6％ 

10月 12日 

 ～10月 16日 

自治会長ヒアリングの実施 ・小圏域委員会単位での意見交換の実施 

11月 30日 

～12月 1日 

各課等ヒアリングの実施 ・関係各課及び読谷村社会福祉協議会へ
の個別ヒアリングの実施 

12月 16日 村民座談会 開催 ・参加者２６名 

・６グループでのグループディスカッション 

12月 23日 第２回 専門部会 指標の点検結果、課題整理について 

・第３次計画の枠組み・総論部分 

 （理念・目標・圏域設定等）について 

12月 24日 第２回 策定委員会 ・第３次計画の枠組み・総論部分 

 （理念・目標・圏域設定等）について 

・目標、体系等について 

令和３年 

２月 16日 

第３回 作業部会 ・総論部分の追加・修正内容について 

・各論部分（具体的な取り組み内容）について 

２月 25日 第３回 専門部会 ・総論部分の追加・修正内容について 

・各論部分（具体的な取り組み内容）について 

２月 26日 第 3回策定員会（書面会議） ・計画の構成について 

・計画課題と目標との関係性について 

・圏域設定について 

３月８日 

 ～３月 12日 

第４回 専門部会（書面会議） ・第３次読谷村地域福祉計画案の 

全体確認 

３月 12日 第４回 策定委員会 ・第３次読谷村地域福祉計画案の 

全体確認 

３月 15日 

～３月 19日 

パブリックコメントの実施 ・福祉課窓口及び村 HPで公開 

・村民からの意見１件 

３月３０日 村長答申 ・計画の承認 
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６ 第３次読谷村地域福祉計画策定の体制 

策定委員会 委員名簿 

 氏 名 所 属 選出区分 備 考 

１ 仲宗根 昌榮 元役場職員 

元沖縄県社会福祉事業団都屋の里園長 

知識経験者 委員長 

２ 山内 猛 読谷村社会福祉協議会副会長 福祉関係者 副委員長 

３ 比嘉 雄一 読谷村教育委員会委員 教育関係者  

４ 當山 眞市 読谷村老人クラブ連合会 各種団体代表  

５ 多和田 友 読谷村公民館連絡協議会（大添自

治会長） 

各種団体代表  

６ 渡慶次 憲 村内福祉事業所（有限会社ケアセン

ターきらめき会長） 

各種団体代表  

７ 池原 直子 地域支え合い活動委員会（古堅） 各種団体代表  

８ 吉田 博和 読谷中学校区民児協会長 各種団体代表  

９ 新垣 美枝子 読谷村健康づくり推進委員会（母子

推進委員） 

各種団体代表  

10 知花 洋子 読谷村子ども子育て会議（ファミリーサ

ポートセンター代表） 

各種団体代表  

11 比嘉 三雄 読谷村自立支援協議会 各種団体代表  

12 仲宗根 朝治 読谷村商工会（会長） 各種団体代表  

13 伊波 寛也 障害福祉事業所（一般社団法人うち

なーからはーい代表） 

各種団体代表  

14 小橋川 郁美 読谷村健康福祉部部長 村 職 員   

15 知花 智子 読谷村婦人会 各種団体代表  

16 松田 勝太郎 読谷村地域包括ケア推進協議会議 各種団体代表  

17 波平 栄善 読谷村シルバー人材センター（理事） 各種団体代表  
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専門部会 委員名簿 

 氏 名 所 属 備 考 

１ 玉城 勝教 こども未来課 課長 部会長 

２ 比屋根 美千代 健康推進課 課長  

３ 比嘉 利季子 健康保険課 課長  

４ 矢貫 卓博 診療所 事務長  

５ 城間 康彦 企画政策課 課長  

６ 知花 正人 総務課 課長  

７ 山内 昌直 生涯学習課 課長  

８ 比嘉 達 学校指導課 課長  

９ 山城 勝司 都市計画課 課長  

10 新垣 功 生活環境課 課長  

11 知花 正 福祉課 課長 事務局 

12 玉城 誠 福祉課 課長補佐兼障がい福祉係長 〃 

13 金城 愛美 福祉課 老人福祉係長 〃 

14 上地 正人 福祉課 地域包括支援センター係長 〃 

15 上原 泉 福祉課 地域福祉係長 〃 

 

作業部会 委員名簿 

 氏 名 所 属 備 考 

１ 比嘉 康江 こども未来課 子育て支援係長  

２ 宮城 歩 こども未来課 保育所・幼稚園係長  

３ 上原 徹 健康推進課 健康づくり係長  

４ 又吉 由樹子 健康推進課 保健指導１係長  

５ 諸見 かおり 健康推進課 保健指導２係長  

６ 當山 克伯 健康保険課 賦課徴収係長  

７ 大湾 恵武 健康保険課 庶務給付係長  

８ 上間 雅也 村診療所 庶務係長  

９ 山城 拓也 企画政策課 企画調整係長  
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10 知花 竜也 総務課 行政防災係長  

11 新垣 聡子 生涯学習課 生涯学習係長  

12 平良 充子 学校指導課 学校指導係長  

13 久貝 斉 都市計画課 公園住宅係長  

14 饒平名 利香 生活環境課 生活安全係長  

15 知花 和美 読谷村社会福祉協議会 総務係長  
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７ 用語集 

あ行                                       

いきいきよみたん 21（第２次読谷村健康増進計画） 

健康増進法に基づき、市民の自己健康管理能力の向上、生活習慣病の予防、早世死亡の減

少、健康寿命の延伸を図るために、本市の健康づくりの目標と施策を定めた計画。 

インフォーマルサービス 

家族・近隣・知人等の地域社会が不定期かつ無報酬などで提供する非公式的な保健福祉サ
ービスのこと。 

ＮＰＯ法人（Non-Profit Organization） 

民間非営利機関（団体）、非営利事業体。活動が公益のためであり、かつ営利を追求しない
事業を行なう民間団体のこと。 

か行                                       

介護予防・日常生活支援総合事業 

地域支援事業の中に新たに創設された事業。市町村の主体性を重視し、地域支援事業にお

いて、多様なマンパワーや社会資源の活用等を図りながら、要支援者・二次予防事業対象者に

対して、介護予防や、配食・見守り等の生活支援サービス等を、市町村の判断・創意工夫により、

総合的に提供することができる事業。 

がんじゅう・長生きプラン（読谷村第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画） 

   「読谷村高齢者保健福祉計画」及び「第８期読谷村介護保険事業計画」を一体化した計画。

なお、「介護保険事業計画」は本村が参画している沖縄県介護保険広域連合が保険者として策

定していることから、介護保険事業の部分については同計画との整合性を図るにとどめ、地域支

援事業計画の内容を中心としている。 

健康づくりサポーター 
   地域に密着した健康づくりの推進及び充実を図ることを目的としたボランティア人材。 

コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ） 

高齢・障がい・子ども等の分野に関係なく、地域において生活上の課題（困りごと）を抱えてい

る方の相談に応じ、必要な支援を結びつけて、関係機関・団体や地域との繋がりを持ちながら問

題解決に取り組む役割のこと。 

さ行                                       

社会福祉協議会 

社会福祉法第 109 条に基づき地域福祉の推進を図ることを目的に設立された団体。「住民

が安心して暮らせる地域社会」の実現のため、民間の自主的な福祉活動の中核を担うとともに、

健康福祉に関する地域の様々な問題を地域住民やボランティア、社会福祉関係機関、行政機関

の参加・協力を得ながら解決をめざす公益性の高い非営利団体。 

重層的支援体制整備事業 

令和３年４月１日より施行される改正社会福祉法第 106条第４項に基づき、支援対象者の年
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